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1 刷から 2 刷への増刷にあたっての訂正・補遺 

 

 

◎本書第 1刷から 2刷への増刷にあたって、以下のように訂正・追記を施しました。また、

2 刷に加えられなかった補足事項を補遺として掲載いたしました。1 刷・2 刷をお持ちの

方々におかれましては、それぞれ下記の点をご変更のうえ本書をご利用いただけますよ

う、お願い申し上げます。 

（2020年 7月更新） 

 

 

■95頁脚注 24）の最後に続けて以下を挿入する。（2刷には反映せず） 

ちなみに、「運用指針」は 2019 年に改訂された。改訂内容は多岐にわたるが、市場画定の

部分では、オンライン・プラットフォーム事業者の競争評価をするにあたって、プラットフ

ォームは二面市場あるいは多面市場であるので、二面市場あるいは多面市場を 1 つの市場

として画定するのか、それとも、たとえば対利用者市場、対広告主市場といった形で市場を

分けて市場を画定するのかというのが大きな論点になりうるが、この点について「運用指針」

は何も書いていなかった。今回の改訂では、「プラットフォームの場合、基本的に、それぞ

れの需要者層ごとに一定の取引分野を画定し、多面市場の特性を踏まえて企業結合が競争

に与える影響について判断する」として、個別に市場をとってそこでの反競争効果があれば

それを個別に判断していくという立場をとったのが、ひとつ注目されるところである。また

「運用指針」では、多面市場、ネットワーク効果、スイッチングコスト等といったデジタル

サービスの特徴をふまえた競争分析の考え方が明記されたり、研究開発を行っている企業

が企業結合を行う場合の考え方が明記されたり等、ほかにも個別の改訂点が注目されるが、

ひとつのポイントは、市場の多面性に着目した画定の考え方である。 

 

■121頁コラム下から 3行目の最後に続けて以下を挿入する。（2刷には反映せず） 

-------------------------------------------- 

近時、欧州委員会（ＥＵ）が、2019 年 7 月、オンラインプラットフォーム事業者の公正性・

透明性の促進法（「オンライン仲介サービスのビジネス・ユーザにとっての公正性・透明性

の 促進 に関 する規則 」 (REGULATION (EU) 2019/1150 OF THE EUROPEAN 

PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 June 2019 on promoting fairness and 

transparency for business users of online intermediation services）を公表し、オンライ

ン・プラットフォーム経済監視委員会（Observatory on the Online Platform Economy）を



設立して、ＥＵ競争法・消費者法の執行を補完し、社会基盤としてのデジタルプラットフォ

ーマーの Code（規約）の分析を行うと宣明したのも重要な動きである。 

また、ドイツ連邦カルテル庁の Facebook 違反決定（2019 年 2 月 6 日）も見逃せない。

この事件はドイツの競争当局である連邦カルテル庁が、フェイスブックがさまざまな情報

源からユーザーデータを収集することを禁止したもので、世界的に注目されている決定（行

政処分）である。フェイスブックは、ドイツに居住する個人ユーザーに対して、こうしたプ

ロファイリングに必要となるデータについて、その利用に関する規約（Terms and 

Conditions）への承諾を求めている。ユーザーがこれを承諾しない限り、フェイスブックの

サービスの利用はできない（先へ進めないシステムになっている）。フェイスブックは、同

社のグループ企業であるワッツアップ社やインスタグラム社（写真・動画共有アプリ。いわ

ゆるフォト・ブログサービス）等のサービス利用時に吸い上げられるユーザーデータや、使

用デバイスに関するデータを、当該ユーザーの実質的な同意なしに、Facebook.com のユー

ザーアカウントに結び付けて、使用することができるようにしていた。同様に、

Facebook.com の利用が、サードパーティーのウェブサイトへのアクセスやモバイル・アプ

リの利用の際に、プログラミング・インターフェイス（“Facebook Business Tools”と呼ば

れる）を通じて把握されたデータを、ユーザーの同意なしに、フェイスブックが“Facebook 

アカウント”に収納されているデータと紐付け、利用できるようにしていた。 

また、フェイスブックはグループ企業のアプリ等を通じて得たユーザーのデータだけで

なく、サードパーティーのウェブサイト（これは、「いいね！」ボタンが表示されている

Facebook.com 以外の無数の外部サイト）から閲覧者の同意なくデータを収集しており､こ

うしたデータとフェイスブックのデータを紐付け・統合させて顧客（属性）をプロファイリ

ングしていた。 

これらの行為（取引条件）に対して、ドイツ連邦カルテル庁は、同社に対して、ドイツ競

争制限禁止法（GWB）19 条 1 項（市場支配的地位の濫用）に違反するとして 、当該条項

の削除を求める排除措置命令を行った。 

 

■196頁脚注 20） 

 「総務省「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」〔2004 年〕10 条

1 項参照」を、「総務省「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」〔平成

29 年 9 月 14 日版、平成 29 年総務省告示第 152 号〕10 条、同 32 条 1 項参照」とする。 

 

■197頁脚注 21） 

 「平成 14 年政令第 178 号」を、「平成 14 年総務省令第 178 号」と訂正する。 

 

■211 頁脚注 10） 

 「最判 2003〈平成 15〉年 9 月 12 日民集 1134 号 98 頁」を「最判 2003〈平成 15〉年 9



月 12 日民集 57 巻 8 号 973 頁」と訂正する。 

 

■249頁本文末尾に追加 

【追記】 

 2020（令和 2）年 6 月に個人情報保護法の改正がなされた（令和 2 年法律第 44 号。2 年

以内に施行）。改正点は多岐にわたるが、①利用停止等の権利行使の要件緩和など、個人の

権利保護の強化、➁漏えい等に関する事業者の報告・通知の義務化、③認定個人情報保護団

体の認定のあり方の柔軟化、④「仮名加工情報」制度創設による利活用の促進、⑤委員会に

よる命令違反等への罰則の強化、⑥外国事業者に対する監督の強化などである（詳細は個人

情報保護委員会のウェブサイトを参照のこと）。 

 

■330 頁脚注 82) 

「最判 2003〈平成 15〉年 9 月 12 日民集 1134 号 98 頁」を「最判 2003〈平成 15〉年 9

月 12 日民集 57 巻 8 号 973 頁」と訂正する。 

 

■391 頁 

ページ中程の破線囲み内 2 行目「（未公表―創作後 50 年）」を「（未公表―創作後 70 年）」

と訂正する。 

 

■420 頁 

 8 行目「錯誤による無効」を「錯誤による取消し」と訂正する。 

 

■459 頁 

 右段 17 行目「最判 2003〈平 15〉・9・12 民集 1134-98」を「最判 2003〈平 15〉・9・12

民集 57-8-973」と訂正する。 


